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　市
か
ら
の

　
 

お
知
ら
せ

■
児
童
扶
養
手
当・特
別
児

童
扶
養
手
当
の
更
新
手
続

き
に
つ
い
て

児
童
家
庭
課（
内
線
3
6
1
3
）

児
童
扶
養
手
当
お
よ
び
特
別
児

童
扶
養
手
当
を
受
給
中
の
人
は
、

受
給
資
格
確
認
の
た
め
に
「
現
況

届
」
が
必
要
で
す
。
こ
の
届
出
が

な
い
場
合
は
、
8
月
以
降
の
手
当

（
12
月
振
込
）
が
受
け
ら
れ
な
く
な

り
ま
す
の
で
、
必
ず
届
出
を
行
っ

て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
児
童
扶
養

手
当
の
受
給
者
に
つ
い
て
は
「
母

子
・
父
子
家
庭
等
医
療
費
助
成
」

の
現
況
届
も
同
時
に
行
い
ま
す
。

受
付
期
間
　
8
月
31
日
（
水
）
ま
で

※
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
現
況
届

は
、
8
月
12
日
（
金
）
か
ら
受
付

し
ま
す
。

受
付
場
所
　
市
役
所
9
階
講
堂

受
付
時
間
　
午
前
9
時
～
午
前
11

時
、
午
後
1
時
～
午
後
4
時

混
雑
が
予
想
さ
れ
る
の
で
、
で

き
る
だ
け
指
定
日
に
お
越
し
く
だ

さ
い
。

今
年
も
次
の
と
お
り
休
日
に
受

付
を
行
い
ま
す
。
平
日
に
都
合
が

つ
か
な
い
人
は
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

受
付
日
　
8
月
21
日
（
日
）
午
前

9
時
～
午
前
11
時
、
午
後
1
時
～

午
後
4
時

■
自
立
支
援
教
育
訓
練
給

付
金
事
業
に
つ
い
て

児
童
家
庭
課（
内
線
3
6
1
2
）

市
で
は
、
雇
用
保
険
に
よ
る
教

育
訓
練
給
付
の
受
給
資
格
を
持
た

な
い
ひ
と
り
親
家
庭
の
お
母
さ
ん

や
お
父
さ
ん
の
就
職
・
キ
ャ
リ
ア

ア
ッ
プ
の
た
め
の
支
援
を
行
っ
て

い
ま
す
。
指
定
さ
れ
た
教
育
訓
練

講
座
を
受
講
し
修
了
し
た
場
合
、

受
講
料
の
一
部
を
支
給
し
ま
す
。

対
象
者

①
浦
添
市
に
住
所
を
有
す
る
母
子

家
庭
の
母
ま
た
は
父
子
家
庭
の
父

②
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て

い
る
か
、
同
様
の
所
得
水
準
に

あ
る
人

対
象
講
座

雇
用
保
険
制
度
の
教
育
訓
練
給

付
の
指
定
講
座
等
、
就
業
に
結
び

つ
く
可
能
性
の
高
い
講
座

支
給
額

対
象
講
座
の
受
講
料
の
60
％
に

相
当
す
る
金
額
（
上
限
20
万
円
、

下
限
1
万
2
千
円
）

※
講
座
を
受
講
す
る
前
に
児
童
家

庭
課
で
事
前
相
談
を
受
け
て
く
だ

さ
い
。

■
平
成
28
年
度
中
学
校
卒

業
程
度
認
定
試
験
実
施
に

つ
い
て

学
務
課（
内
線
6
5
1
1
）

就
学
義
務
猶
予
免
除
者
等
の
中

学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
は
、
病

気
な
ど
や
む
を
得
な
い
事
由
に

よ
っ
て
、
保
護
者
が
義
務
教
育
諸

学
校
に
就
学
さ
せ
る
義
務
を
猶
予

ま
た
は
免
除
さ
れ
た
子
女
等
に
つ

い
て
、
中
学
校
卒
業
程
度
の
学
力

が
あ
る
か
ど
う
か
を
認
定
す
る
た

め
に
国
が
行
う
試
験
で
す
。

合
格
者
に
は
高
等
学
校
の
入
学

資
格
が
与
え
ら
れ
ま
す
。

試
験
日
時
　
10
月
27
日
（
木
）

試
験
会
場
　
沖
縄
県
庁
13
階
第
3

会
議
室

試
験
科
目
　
国
語
・
社
会
・
数
学
・

理
科
・
英
語

受
験
資
格

①
就
学
義
務
猶
予
免
除
者
で
あ
る

人
ま
た
は
就
学
義
務
猶
予
免
除
者

で
あ
っ
た
人
で
、
平
成
29
年
3
月
31

日
ま
で
に
満
15
歳
以
上
に
な
る
人

②
保
護
者
が
就
学
さ
せ
る
義
務
の

猶
予
ま
た
は
免
除
を
受
け
ず
、
か

つ
、
平
成
29
年
3
月
31
日
ま
で
に

満
15
歳
に
達
す
る
人
で
、
そ
の
年

度
終
わ
り
ま
で
に
中
学
校
を
卒
業

で
き
な
い
と
見
込
ま
れ
る
事
に
つ

い
て
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る

と
文
部
科
学
大
臣
が
認
め
た
人

③
平
成
29
年
3
月
31
日
ま
で
に
満

16
歳
以
上
に
な
る
人
（
①
お
よ
び

④
に
掲
げ
る
人
を
除
く
。）

④
日
本
国
籍
を
有
し
な
い
人
で
、

平
成
29
年
3
月
31
日
ま
で
に
満
15

歳
以
上
に
な
る
人

受
験
案
内
配
布
期
間
　
平
成
28
年

7
月
11
日（
月
）～
9
月
9
日（
金
）

（
各
都
道
府
県
教
育
委
員
会
お
よ
び

文
部
科
学
省
で
配
布
）

※
受
験
案
内
資
料
は
学
務
課
へ
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

願
書
受
付
期
間

8
月
22
日（
月
）～
9
月
9
日（
金
）

出
願
方
法

受
験
案
内
に
添
付
し
て
あ
る
封

筒
を
使
用
し
、
文
部
科
学
省
宛
て

に
書
留
で
郵
送
。（
※
9
月
9
日

（
金
）
の
消
印
有
効
。）

※
ご
不
明
な
点
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

受
験
案
内
を
ご
確
認
の
上
、
出
願

先
の
文
部
科
学
省
へ
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

■
第
52
回
沖
縄
県
身
体
障

害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会

福
祉
給
付
課（
内
線
3
5
6
5
）

浦
添
市
身
体
障
が
い
者
福
祉
協
会

☎（
8
7
9
）7
5
6
5（
F
A
X
兼
用
）

沖
縄
県
身
体
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ

大
会
は
、
障
が
い
を
持
つ
人
の
体
力

の
維
持
・
増
強
や
社
会
参
加
促
進

の
た
め
毎
年
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。

昨
年
は
、
本
市
か
ら
36
人
の
選

手
が
出
場
し
、
3
位
と
い
う
成
績

で
し
た
。
今
年
は
念
願
の
優
勝
を

目
指
し
て
が
ん
ば
り
ま
す
。
皆
さ

ん
の
応
援
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し

ま
す
。

開
催
日
　
10
月
8
日
（
土
）
午
前

9
時
～
午
後
4
時

場
所
　
沖
縄
県
総
合
運
動
公
園

競
技
内
容
　
陸
上
競
技
、
フ
ラ
イ

ン
グ
デ
ィ
ス
ク

※
ア
ー
チ
ェ
リ
ー
や
卓
球
、
水
泳

競
技
は
別
日
程
で
行
わ
れ
ま
す
。

詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

※
大
会
前
に
、
選
手
た
ち
を
激
励

す
る
た
め
、
結
団
式
を
行
い
ま
す
。

児童家庭課（内線3611・ 3614）

こどもの入院医療費助成は
「中学校修了前まで」対象です。
　浦添市こども医療費助成制度において、入院の医療費助成は０
歳から中学校修了前までが対象となります。入院時の領収書をお
持ちの人で申請がお済みでない人は、児童家庭課窓口にて助成
金の申請をしてください。
手続に必要なもの
・ こどもの健康保険証
・ 印鑑（認印可）
・ 入院時の領収書
・ 保護者の普通預金通帳
・ 受給資格者証（交付を受けている人のみ）
領収書の申請期限
　診療した月の翌月から起算して１年以内です。１年を経過した
領収書は助成対象外となりますのでご注意ください。なお、領収
書は診療した月の翌月以降に申請可能となります。
学校安全・ 災害共済給付金の該当となる場合
　学校の管理下における子どもの負傷等に対し、独立行政法人
スポーツ振興センター法による給付（学校安全・ 災害共済給付
金）に該当する場合はこども医療費の助成対象外となりますの
でご了承ください。

手続に必要なもの
・ こどもの健康保険証
・ 印鑑（認印可）
・ 入院時の領収書
・ 保護者の普通預金通帳
・ 受給資格者証（交付を受けている人のみ）
領収書の申請期限
　診療した月の翌月から起算して１年以内です。１年を経過した
領収書は助成対象外となりますのでご注意ください。なお、領収
書は診療した月の翌月以降に申請可能となります。
学校安全・ 災害共済給付金の該当となる場合
　学校の管理下における子どもの負傷等に対し、独立行政法人
スポーツ振興センター法による給付（学校安全・ 災害共済給付
金）に該当する場合はこども医療費の助成対象外となりますの
でご了承ください。
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ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
。

選
手
団
結
団
式
（
予
定
）

日
時
　
10
月
6
日
（
木
）
午
後
7

時
か
ら

場
所
　
議
会
棟（
市
役
所
本
庁
舎
隣
）

1
階
1
0
2
・
1
0
3
会
議
室

■
国
民
健
康
保
険
税
納
期

限
に
つ
い
て

国
民
健
康
保
険
課

（
内
線
3
7
1
7
〜
3
7
2
2
）

平
成
28
年
度
国
民
健
康
保
険
税

第
2
期
の
納
期
限
は
8
月
31
日

（
水
）
で
す
。
納
付
忘
れ
に
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

■
浦
添
市
の
水
道
の
用
途

確
認
に
つ
い
て

営
業
課

☎（
8
7
7
）8
4
6
0・8
4
7
6

浦
添
市
で
は
、
水
道
の
使
用
目

的
（
用
途
）
に
よ
っ
て
水
道
料
金

の
単
価
等
が
異
な
り
ま
す
。

用
途
に
は
次
の
も
の
が
あ
り

ま
す
。

家
事
用
　
主
に
家
庭
用
と
し
て
水

道
を
使
用
す
る
場
合

営
業
用
　
営
業
ま
た
は
営
業
に
付

随
す
る
用
に
水
道
を
使
用
す
る
場

合
（
会
社
・
店
舗
・
工
場
等
）

臨
時
用
　
工
事
等
（
解
体
含
む
）、

興
行
、
売
店
等
短
期
間
臨
時
に
水

道
を
使
用
す
る
場
合

連
合
用
　
1
個
の
メ
ー
タ
に
よ
り

家
事
用
2
世
帯
以
上
で
使
用
す
る

場
合
（
店
舗
等
は
含
ま
な
い
）

基
準
を
満
た
す
場
合
は
、
申
請

に
よ
り
「
家
事
用
」
に
比
べ
、
料

金
が
安
く
な
り
ま
す
。

他
に
官
公
署
用
・
船
舶
用
・
浴

場
用
が
あ
り
ま
す
。

※
用
途
は
、
検
針
時
に
配
布
す
る

「
検
針
の
お
知
ら
せ
」
の
中
に
記

載
さ
れ
て
い
ま
す
。
住
宅
の
改
築
、

増
築
等
を
行
っ
た
場
合
は
ご
確
認

を
お
願
い
し
ま
す
。

■
飼
い
猫
は
家
の
中
へ

野
良
猫
に
は
餌
を
与
え
な

い
で

環
境
保
全
課（
内
線
3
2
1
6
）

猫
は
餌
が
得
ら
れ
れ
ば
広
い
生

活
空
間
は
必
要
と
し
ま
せ
ん
。
屋

外
に
出
す
こ
と
で
交
通
事
故
や
伝

染
病
と
い
う
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て

し
ま
い
ま
す
。

環
境
省
や
沖
縄
県
は
「
猫
の
適

正
飼
養
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
策
定

し
、
飼
い
猫
は
屋
内
飼
育
が
原
則

で
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。

飼
い
猫
に
は
首
輪
を
つ
け
、
避

妊
・
去
勢
手
術
を
受
け
さ
せ
、
最

期
ま
で
責
任
を
も
っ
て
飼
い
ま

し
ょ
う
。

【
放
し
飼
い
や
餌
や
り
を
し
て
は
い

け
な
い
3
つ
の
理
由
】

①
餌
を
与
え
る
と
、
野
良
猫
が
集

ま
り
住
み
着
い
て
し
ま
い
、
繁
殖

し
て
し
ま
い
ま
す
。
結
果
、
寿
命

の
短
い
不
幸
な
猫
が
数
多
く
生
ま

れ
て
し
ま
い
ま
す
。

②
放
し
飼
い
の
猫
や
野
良
猫
は
地

域
住
民
の
敷
地
に
侵
入
し
糞
や
尿

を
し
て
多
大
な
迷
惑
を
与
え
ま
す
。

清
掃
や
猫
避
け
の
た
め
に
地
域
の

住
民
が
ど
れ
だ
け
費
用
や
時
間
を

使
う
か
を
想
像
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

③
良
か
れ
と
思
っ
て
餌
を
与
え
て

も
、
繁
殖
し
糞
尿
被
害
が
大
き
く

な
っ
て
し
ま
え
ば
、
地
域
住
民
と

猫
の
関
係
は
ど
ん
ど
ん
悪
く
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。
さ
ら
に
は
き
ち

ん
と
飼
っ
て
い
る
飼
い
主
の
方
に

も
批
判
的
な
目
が
向
け
ら
れ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
地
域
と
猫
の
共

生
の
た
め
に
も
身
勝
手
な
行
動
は

慎
み
ま
し
ょ
う
。

▲ホームページは
　こちら

■
柔
道
整
復（
整
骨
院
・
接

骨
院
）の
正
し
い
か
か
り
方

国
民
健
康
保
険
課（
内
線
3
7
1
3
）

柔
道
整
復
の
施
術
を
受
け
る
際

は
、
負
傷
の
原
因
を
正
し
く
伝
え

て
く
だ
さ
い
。
外
傷
性
の
負
傷
で

は
な
い
場
合
や
負
傷
原
因
が
労
働

災
害
に
該
当
す
る
場
合
、
ま
た
は

通
勤
途
上
に
負
っ
た
負
傷
に
は
国

民
健
康
保
険
は
使
え
ま
せ
ん
。
病

院
で
の
治
療
と
重
複
は
で
き
ま
せ

ん
。
た
だ
し
、
医
師
か
ら
依
頼
や

指
示
が
あ
っ
た
場
合
を
除
き
ま
す
。

施
術
が
長
期
に
わ
た
る
場
合
は
、

医
師
の
診
断
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

■
各
種
相
談
窓
口
の
ご
案
内

市
民
生
活
課（
内
線
3
0
1
2
）

市
民
相
談
室・消
費
生
活
相
談
室

☎（
8
5
1
）5
0
5
9

各
種
相
談
無
料
。
秘
密
厳
守
し

ま
す
。

場
所
　

・
市
民
相
談
室
（
市
役
所
1
階
）

※
人
権
相
談
の
み
ハ
ー
モ
ニ
ー
セ

ン
タ
ー
（
10
月
か
ら
人
権
相
談
も

市
民
相
談
室
に
変
更
。）

【
各
種
相
談
】

●
市
民
相
談

市
民
生
活
に
関
わ
る
市
民
の
一

般
相
談
お
よ
び
市
行
政
に
対
す
る

意
見
や
要
望
、
苦
情
な
ど
。

日
時
　
月
～
金
曜
日
　
午
前
9
時

医療費助成の対象者
　市内に住所がある人（ただし他市町村から市内施設に入所し
ている人は除く）、もしくは、本市から他市町村の施設に入所して
いる人で健康保険に加入している人のうち以下のいずれかに該
当する人
・ 身体障害者手帳1級・ 2級
・ 療育手帳A1・A2
一定の所得制限あり

請求の方法
　医療機関で支払った保険適用の領収書（月単位でまとまった
もの）を持参して、毎月10日までに請求する。
※高額療養費が支給される場合は、高額療養費支給決定後
の請求となる。

※領収書は診療翌月から1年以内のものが有効。
医療費助成が制限される人と請求できない領収書
①所得制限で資格停止になっている人。
②診療月から1年を経過した領収書
③医療保険対象外の領収書
請求に必要なもの
①医療保険証
②受給者証
③印鑑（認印可・ 申請に来る人のもの）
④領収書（月単位でまとめて・診療月の翌月から受付）
受給者証の更新について
　すでに医療費助成受給者証の交付を受けている人の有効期
間は7月31日（日）までとなっています。新しい受給者証の発行
は、福祉給付課窓口で8月1日（月）から随時行っています。

浦添市重度心身障害者（児）
医療費助成について

福祉給付課（内線3564）




